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令和７年度 瀬谷区編成予算(自主企画事業) 事業概要 

予算編成の考え方 

～幸せが実感できる瀬谷づくり～ 

２年後のGREEN×EXPO 2027の開催地元区としても注目されている瀬谷区は、相鉄線の都心直通などを契機

に、子育て世代を中心とした転入者が増えてきています。増加する子育て世代にしっかりと寄り添いながら、

引き続き、地震・大雨など災害への備えや、乳幼児からシニアの皆様までを対象とした健康づくり、そして誰

もが自分らしく活躍でき、人と人とがつながり合える居場所づくりにも取り組みます。 

区民の皆様の声を様々な手法を用いて丁寧にお聞きし、ＤＸを積極的に推進し、利便性の向上を図り、基本

目標である「幸せが実感できる瀬谷づくり」に区役所全体で取り組みます。 

予算の体系 

【個性ある区づくり推進費（自主企画事業費）】        合計：９４，１３０千円 

１ 安全・安心の住みやすいまち   ２２，８８５千円 

災害発生時の被害軽減に向け、幅広い世代を対象とした防災意識の啓発や、災害時の医療体制を強化し

ます。また、ＳＤＧｓへの貢献や脱炭素社会の実現に向け、区内の緑化や子どもを対象とした啓発活動を

実施し、区民の皆様の環境意識を一層高め、GREEN×EXPO 2027を契機とした行動変容につなげます。 

《主な事業》災害等対策事業、環境行動推進事業 

２ 健やかな成長・誰もが健康で自分らしい生活  １９，９５７千円 

子育ての知識や経験が少ないなど支援を必要とする家庭に、支援者の発信する情報が届くよう、ＰＲ手

法等に関する支援者向けの講座を実施します。また、誰もが健康で自分らしく暮らし続けられるよう、区

民の皆様が自身の健康に関心を持つ機会を身近な地域で提供します。 

《主な事業》健やか瀬谷っ子事業、健康せや推進事業 

３ 地域のつながり・支えあい   １９，７３３千円 

第５期地域福祉保健計画の策定に向け、区民意見募集や地区別計画の作成を行います。次期計画を見据

え、第４期計画に基づく住民主体の地域活動を支援します。さらに、地域の活性化・地域力の向上を図る

ため、多文化共生や地域人材発掘など、区民活動を多角的な視点からサポートします。 

《主な事業》地域福祉保健計画推進事業、地域包括ケア推進事業、区民活動支援事業 

４ 賑わいと魅力の創出・GREEN×EXPO 2027に向けた機運醸成   ２６，６６０千円 

 地域と一体となったGREEN×EXPO 2027の開催に向けた機運醸成や、地産地消の推進、地域と協働した商

工業振興など区の魅力を向上させる取組、その魅力を効果的にＰＲする取組等により、瀬谷が「行ってみ

たい・住んでみたいまち」として選ばれることを目指し、来街者や定住者の増加につなげます。 

《主な事業》GREEN×EXPO 2027・瀬谷プロモーション事業、瀬谷の魅力発信・愛着実感事業 

５ 親しみやすく信頼される区役所    ４，８９５千円 

区民にとって身近で信頼できる区役所を目指し、ＤＸによる利便性の向上や広報・広聴の充実、せやま

るサポーター（フロア案内ボランティア）の活動等を通じて、サービスや業務の質の向上を図ります。 

《主な事業》窓口サービス向上事業、広報・広聴連携事業 

★デジタルプラットフォームでいただいた意見を参考にした事業

「GREEN×EXPO 2027を含め、瀬谷区を知ってもらう機会を増やすことが重要だと思う」といったご意見

をいただきました。いただいたアイデアを施策の参考にさせていただきました。

《主な事業》 GREEN×EXPO 2027・瀬谷プロモーション事業
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１ 

事 業 名 事   業   内   容 

災害等対策事業 

講座等による防災意識の啓発や地域での訓練実施、適切かつ迅速な情報発信を

通じて、地域の防災力向上を図ります。また、関係機関との連携等によって災害

発生時の円滑な区災害対策本部運営や災害時医療体制構築につなげます。 

 

１ 地域防災関係事業＜拡充＞ 

(1) 地域防災力向上事業 

  ア  地域防災総合講座 

防災・減災に関する区民向け講座を開催します。より多くの区民への啓

発周知を目的として、横浜市公式 YouTubeで後日配信を行います。 

Ｗｅｂ併用開催（11月） 

イ 体験型プログラム 

若年層の区民の自助・共助の意識を高めるため、発災時を想定した体験

型プログラムを子ども・保護者向けに実施します。（９月） 

ウ 地域防災担い手支援事業 

地域防災の担い手を対象に、コーディネーターや研修講師等を派遣し、

図上訓練等、地域防災の取組を支援し、担い手を育成します。（６～３月） 

(2) 町の防災組織機能強化事業 

初期消火技術訓練会、絵本を活用した児童向け防災教育、外国人向け防災

研修会等を消防署と連携して実施し、町の防災組織の機能強化を図ります。

（通年） 

(3) 災害時ペット対策 

区民意識調査や６年度に実施した飼い主向けアンケートの結果を踏まえ、

引き続き各飼い主による自主的な災害時対策の促進を図るため、区役所窓口

やイベント等での説明、協力動物病院やペットショップ等でのチラシ・ペッ

ト手帳の配布を行います。（通年） 

地域防災拠点訓練でのペット同行避難者受入れ対策の支援として、拠点運

営委員会や自治会町内会からの要望に応じ、各拠点訓練でのペット同行避難

訓練や講習会等を行います。また、一時飼育場所をスムーズに開設するため

の事務用品や様式類をセットにした「スターターキット」を、希望する地域

防災拠点に引き続き配布します。（地域防災拠点運営委員会総会での周知：６

月、キット配布：８月／３～４拠点） 

災害時協力動物病院によるのぼり旗掲出訓練を、三師会（医師会、歯科医

師会、薬剤師会）の訓練に合わせて実施します。(10月) 

 (4) 地域防災拠点訓練 

   地区支援チームと連携し、地域の防災ニーズに適切に対応するとともに、

防災訓練等の具体的な取組を支援します。（通年） 

(5) 水害対策訓練 

   地域住民を対象とした避難訓練、研修会を実施します。（６月） 

(6) 災害ボランティア支援事業 

   被災時に全国から集まるボランティアの受入窓口となる、瀬谷区災害ボラ

ンティアネットワークの活動を支援します。（通年） 

７年度 
千円 

10,260 

６年度 11,340 

増 減 △1,080 

重点事業 

新規・拡充事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心の住みやすいまち 

4



総務課 

福祉保健課 

生活衛生課 

(7) リアルタイム浸水警報事業

河川の増水時、回転灯等により周囲の注意を喚起するため、区内２か所(阿

久和川、大門川)に設置したリアルタイム浸水警報装置を運用します。（通年） 

(8) 防災スピーカー運用及び維持管理

境川流域の浸水想定区域に設置されている４基のスピーカーの運用及び

維持管理を実施します。（通年） 

２ 災害時医療体制整備事業 

災害時に区民が重症度に応じ医療を受けられる体制整備に向けて、関係者と

の連携した取組と、災害時医療提供体制についての区民への啓発を行います。 

(1) 災害医療連絡会議の開催

行政（区役所・警察・消防）と医療関係者による災害医療連絡会議を開催

し、情報共有や課題検討を行います。（９月）Ｗｅｂ併用開催 

(2) 通信訓練及びロールプレイ研修の実施

医療拠点、災害時救急病院等と通信訓練を実施する（年３回）とともに、

区内の医療関係者との連携を深め、災害時に円滑に対応できるようにするた

め、ロールプレイ研修を実施します。（秋～冬期） 

(3) 災害時医療提供体制の啓発

災害時医療に関するリーフレットの活用(通年)と医療機関・薬局が「診

療中」「開局中」と記載されたのぼり旗を掲出する訓練の実施により、災害

への備えと発災時の適切な受療行動について啓発を図ります。（10月） 

(4) 医療救護隊活動物品の整備

大規模地震が発生した場合等に地域防災拠点等を巡回する医療救護隊が

円滑に活動できるようにするための資機材を整備します。 

３ 区災害対策本部運営関係事業 

(1) 区災害対策（警戒）本部の設置

気象警報・水防警報・市内震度５強以上の地震発生等に伴い設置し、瀬谷

区災害対応当番班等要員が区災害対策（警戒）本部を運営します。なお、市

内震度５弱の地震又は大雪注意報発令時等は、警戒体制をとります。（通年） 

(2) 区災害対策本部運営訓練

震災等に対する災害対策本部機能強化のため、区災害対策本部運営訓練を

実施します。（年２回／９月・１月） 

(3) ４機関合同会議

降水量の増加が見込まれる出水期前に合同会議を実施し、警察、消防、土

木事務所、区役所の４機関相互の対応の確認と情報共有を図ります。（５月） 

(4) 防災対策連絡協議会

区内防災関係機関等が一堂に会する会議を開催し、区内の防災対策につい

て情報共有と連絡調整を図ります。（６月） 
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２ 

事 業 名 事   業   内   容 

まちの安全支援 

事業 

安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、関係団体と連携しながら

様々な事業を展開し、区民の防犯・交通安全意識の向上を図ります。 

また、区内駅周辺において、自転車等の放置防止の啓発を行います。 

 

１ 地域防犯推進事業 

 (1) 警察や関係団体と連携し、特殊詐欺被害防止に向けた啓発を行います。各

団体からの情報提供をもとに、防犯メールマガジンを発信し、防犯啓発を行

います。（通年） 

(2) 区内の防犯活動団体に対して補助金を交付します。（５月～） 

(3) 地域ふれあい 110番協力世帯・店舗に表示用プレート・ステッカーを配付 

し、不測の被害が発生した場合に対応するため災害補償保険に加入します。

（通年） 

 (4) 特殊詐欺や点検商法による悪質商法被害を未然に防ぐため、警察署と連携

して、敷地内侵入防止に向けたステッカー等を作成し、必要な世帯へ配布し

ます。（通年） 

 

２ 交通安全対策事業 

 (1) 交通安全教室（６～11月） 

 (2)  ポスターコンクール（７～10月） 

 (3)  シルバーリーダー研修会（８月・11月） 

 (4)  新入学児童ランドセルカバーの作成・配付（３月） 

 (5)  交通安全功労者・団体の表彰（３月） 

 (6)  交通安全キャンペーン 

   ア 全国交通安全運動にあわせ、キャンペーンを実施します。 

     （４月・７月・９月・12月） 

   イ 各季強化月間に自転車マナーアップや飲酒運転防止等、目的を定めた重

点的なキャンペーン等を実施します。 

   （５月・６月・10月・12月） 

 

３ スクールゾーン対策助成事業 

 (1) 各小学校区の協議会へ補助金を交付します。（６月～） 

 (2) 要望対応：スクールゾーン路面標示を実施します。（７～３月） 

７年度 
千円 

3,381 

６年度 4,211 

増 減 △830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興課 
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３ 

事 業 名 事   業   内   容 

食の安全と動物愛

護等推進事業 

食中毒及び感染症（ノロウイルス等による感染性胃腸炎、レジオネラ症等）に

ついて、社会福祉施設や学校等の自主衛生管理を支援するとともに、地域や配食

ボランティア等の活動団体に対し、行事等での食品衛生対策について動画や資料

を活用した分かりやすい啓発を実施します。 

また、犬や猫の飼育マナー向上に向けた啓発や、飼い主のいない猫によるトラ 

ブル軽減のための取組支援や広報・啓発等を実施します。 

１ 食中毒・感染症等予防対策事業 

(1) 社会福祉施設等への衛生点検、啓発 

食中毒や感染症の被害が拡大しやすい高齢者福祉施設や保育園等につい

て、調理室の衛生点検や予防啓発を実施します。 

（対象施設 通年／約 200 施設 うち小学校・支援学校等：６月／13校）   

(2) 学校行事、地域行事、配食サービス等の実施団体への啓発 

各活動団体からのイベント開催相談や行事開催届提出時の衛生指導のほ

か、出前講座や現場点検を実施します。 

（子ども食堂・配食ボランティア向け講習会：６月、その他通年） 

(3) 子どもや保護者を対象とした、消費者向けの食中毒予防啓発 

関係部署と連携し、子どもや保護者を対象にした啓発を実施します。（通年） 

(4) 衛生害虫等の発生時相談対応や予防啓発 

   区民の健康被害防止及び居住衛生改善のため、衛生害虫等の発生に関する

相談への臨機応変な対応や予防啓発を実施します。 

２ 動物愛護普及啓発事業 

(1) 犬の飼い主向けマナー向上啓発 

散歩中のノーリードや糞尿放置等の問題について、リーフレットによる啓

発に加え、新規畜犬登録者を対象にマナー向上啓発を実施します。（狂犬病予

防注射集合会場 ４月／約 450人、新規畜犬登録者 通年／約 250人） 

(2) 犬のしつけ方教室  

新たに犬を飼い始めた飼い主に対し、専門家によるしつけ方教室を実施し

ます。（11～１月／２回） 

(3) 長寿犬優良飼い主表彰・飼い主向け講習会  

瀬谷区獣医師会との共催で長寿犬の飼い主の表彰及び高齢犬猫のケアに関

する講習会を開催します。（２月） 

３ 飼い主のいない猫対策支援事業 

(1) 市民による飼い主のいない猫の不妊去勢手術実施支援 

不妊去勢手術の実施について、方法のアドバイスや機材の貸し出し等の支

援を行います。（通年） 

(2) 市民ボランティアとの協働による地域での猫との共生を目指した啓発 

飼い主のいない猫によるトラブル軽減のため、地域で活動するボランティ

ア等と協働し、地域住民と飼い主のいない猫との共生を目指した地域での取

組やルールづくりを支援します。（通年） 

７年度 
千円 

737 

６年度 713 

増 減 24 
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４ 

事 業 名 事   業   内   容 

まちづくり推進 

事業 

時代とともに変化する区民ニーズを捉え、いつまでも暮らしやすく活力と魅力

あふれるまちづくりに向けた施策に取り組んでいきます。 

 

１ まちづくり調整 

旧上瀬谷通信施設の土地利用に関する検討を始めとした、区のまちづくり

に関する区民や関係機関との連絡調整等を行います。（通年） 

 

２ 瀬谷駅周辺活性化 

GREEN×EXPO 2027 の会場に最も近い駅である瀬谷駅周辺において、地域の

活性化のための仕組みを検討します。（通年） 

 

３ 区民意識調査 

  区事業の効果検証を行い、区民の意見等を統計的に把握し活用するため、無

作為抽出の 3,000人を対象としたアンケートを実施します。 

なお、５年度に実施したアンケートの設問のうち、経年の設問や重点事業等

の設問に絞って調査を実施します。（実施：12月 公表：３月） 

７年度 
千円 

5,136 

６年度 3,638 

増 減 1,498 

区政推進課 
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５ 

事 業 名 事   業   内   容 

環境行動推進事業 

環境に優しい行動を提案することにより、区民の環境意識を高め、環境と共生

し市民と共につくる GREEN×EXPO 2027への参加及び開催後の行動変容に繋げ、脱

炭素社会の実現に向けての一助とします。 

 

１ 環境行動普及啓発事業＜拡充＞ 

(1) 生ごみ堆肥化による区内緑化 

家庭で出た生ごみを堆肥化し、区内の花壇で利用することで、生ごみ削減、

区民の環境への意識づけとともに、区内緑化を図ります。 

また、学校連携による堆肥化事業の拡大を図ることで、より若い世代に取

り組んでもらえる手法を検討・実施します。（通年） 

(2) 脱炭素社会の実現に向けた取組の実施 

      脱炭素化に向けて、区民を対象とした環境普及啓発を図るためのパネル展

及び小学生を対象としたワークショップを実施します。（６～８月） 

(3) 啓発・広報活動 

   環境行動全般について、イベントなどを通じて広報活動等を行うとともに、

地域の方々と連携した環境行動に取り組みます。（通年） 

 

２ 緑化推進事業 

(1)  区民ボランティアによる花苗の育成と緑化推進 

  ア 区内の市有地にある温室（花まる育苗
いくびょう

センター）において花苗等を育成

します。育成した苗は、区内公共施設等へ提供するほか、区内イベント等で

区民に配布します。（通年／約 4,000苗） 

  イ 区内保育園、小学校に支柱やプランターなどの緑のカーテン用資材を提

供します。（６月・11月） 

  ウ 区内保育園等で、区民ボランティアによる花苗の植え付け等の指導を行

います。（11～12月） 

(2)  二つ橋高等特別支援学校生徒による花苗の育成 

   二つ橋高等特別支援学校と連携し、授業における職業訓練の一環として生 

徒に花苗を育成してもらい、区内イベント等で区民に配布します。 

（６～10月／約 800苗） 

７年度 
千円 

2,171 

６年度 1,983 

増 減 188 

新規・拡充事業    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区政推進課 
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６ 

事 業 名 事   業   内   容 

瀬谷区３Ｒ推進事

業 

区民が身近で気軽に取り組むことができる３Ｒ行動の提案や、「ヨコハマ プラ

5.3（ごみ）計画」を引き続き周知し、燃やすごみに含まれるプラスチックごみの

削減に取り組み、脱炭素社会の実現に向け、環境への区民の意識向上を目指しま

す。また、まちの美化に取り組み、清潔できれいな街づくりを推進し、GREEN×EXPO 

2027の機運醸成に繋げます。 

 

１ ３Ｒ推進事業 

(1) ３Ｒ啓発 

プラスチックごみの分別・リサイクルを推進するため、３Ｒ行動に向けて

区民が取り組みやすい啓発を、地域、環境事業推進委員、資源循環局瀬谷事

務所と連携しながら取り組みます。 

また、保育園児・小学生等を対象に、紙芝居、収集車を活用した出前教室

（収集体験）などを実施します。（通年） 

 (2) リユース文庫、リユース情報板の運営 

読み終えて必要でなくなった本の再利用を図る「リユース文庫」、家庭での

不用品の譲渡・譲受情報を提供する「リユース情報板」の運営を継続して行

います。（通年） 

 (3) フードドライブの受付 

   家庭等で消費が困難な保存性の高い食品を、瀬谷区社会福祉協議会を通じ

食料を必要とする方へ配布する「フードドライブ」に提供する食品の受付を

継続して実施します。（通年） 

 (4) 子育て世帯３Ｒ推進事業 

こども家庭支援課と連携し、こんにちは赤ちゃん訪問の際におむつの出し

方等のチラシ配布や３歳児健診では分別排出の相談などを実施します。 

 

２ きれいなまちづくり推進事業 

(1) 区民清掃活動の推進 

資源循環局瀬谷事務所や瀬谷土木事務所などの関係部署と連携し、年間を

通して各地域の団体が実施する地域清掃活動を支援します。(通年) 

  (2) クリーンストリート事業 

まちの美化を促進するため、区内の使っていない公有地に地域のクリーン

ストリート団体が植栽活動をするための花苗配付等の支援をします。 

（６月・11月） 

(3) 不法投棄防止事業 

区内不法投棄多発地域の不法投棄を防ぐため、不法投棄防止警報システム

（８基）の維持・管理を行います。（通年） 

７年度 
千円 

1,200 

６年度 1,450 

増 減 △250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興課 
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１ 

事 業 名 事   業   内   容 

健やか瀬谷っ子 

事業 

子育て家庭が安心して子どもを育てられるよう、妊娠中から子育てについて

の知識や情報を提供するとともに、身近な地域での仲間づくりや育児相談、保

育施設の利用の紹介を行います。 

 

１ 親育ち・子育ち事業＜拡充＞ 

(1) 妊娠期から幼児期までの子育て世帯が安心して子どもを育て、身近な地

域で仲間づくりや育児相談などができるように、両親教室や赤ちゃん教室

などの事業を実施します。（通年） 

(2) 「１歳児子育て応援リーフレット」外国語版の作成 

外国籍の子育て世帯に対して子どもの成長過程を詳しく伝え、子どもの

健やかな成長を図るため、英語・やさしい日本語での１歳児子育て応援リ

ーフレットを作成します。 

 

２ 思春期命の大切さ啓発事業 

小・中学生を対象に、地域や学校と連携して、乳幼児とのふれあい体験

や、生命の尊さ、親子の絆、性に対する知識などを学ぶ啓発事業を実施しま

す。(通年)   

 

３ 保育サービス関連事業 

  様々な保育サービスの紹介等を行うとともに、保育施設が地域の子育て支

援の場としてひろく活用・周知されるよう保育まつり（瀬谷っこまつり）を

実施します。（11月）また、公立保育園利用の園児の保護者を対象に保育士体

験事業を実施します。（通年) 

 

４ 子育て応援事業＜拡充＞ 

 (1) 子育て応援ガイドブック「瀬谷区 de子育て」の更新 

妊娠期から学齢期までの子育て支援情報を掲載した子育て応援ガイドブ

ック「瀬谷区 de子育て」を更新、配布します。(３月／5,000部) 

(2) 区民による子育て応援マップ「ぐるっとなび」の更新 

子育て中の親子が外出時に役立つ情報を掲載した子育て応援マップ「ぐ

るっとなび」を、子育て当事者（ぐるっとリポーター）の協力を得て更新、

配布します。（３月／7,000部） 

(3) 子育て応援イベントの開催 

親子で楽しめる子育て応援イベントを、区内の子育てに関わる団体と協

働で開催します。（10～11月／４か所） 

 (4)  もっとつながる！瀬谷の子育てネットワーク 

６年度に実施した子育て世帯等を対象としたアンケートの結果を踏ま

え、関係機関がホームページや SNS を活用し、ニーズの高い子育て情報を

効果的に発信できるよう、基礎知識や投稿技術の習得を支援します。（通年） 

７年度 
千円 

5,496 

６年度 5,747 

増 減 △251 

重点事業            

新規・拡充事業    
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２ 

事 業 名 事   業   内   容 

未来を拓け！ 

瀬谷っ子事業 

小・中学生が、自己肯定感を高め、夢や希望をもって社会生活を送れるよう、

学校や地域、団体等と連携して放課後の学習支援や生活支援を行います。 

 

１ 生きる力を育む小学生の学習支援事業 

横浜市学力・学習状況調査の結果等を分析し、瀬谷区の児童と横浜市全域の

児童の状況を比較し、瀬谷区内の児童の状況に応じた学習支援の在り方に関す

る指標を６年度末に設定予定です。この指標をもとに、今後、小学校や放課後

キッズクラブ、地域等の協力を得て、希望する児童を対象に放課後の学習支援

を実施します。（通年） 

 

２ 瀬谷区版寄り添い型生活支援推進事業 

 (1) 生活体験事業 

寄り添い型生活支援事業を利用している小・中学生を対象に、夏休み期間

中に、様々な体験を通し成長することを目的として、生活体験事業を実施し

ます。（８月） 

 (2) アフターフォロー事業 

   寄り添い型生活支援事業を卒所した生徒を対象に、卒所後の状況を把握し、

高校中退の未然防止や就労の継続など自立した生活が送れるようにアフター

フォローを行います。（通年） 

(3) 土曜開所事業 

  全市で実施している平日における支援に加え、中学校への進学により部活

動への参加等が理由で平日の通所が困難になった児童等を対象に、土曜日に

施設を開所し支援を行います。土曜開所事業においては、自ら調理を行うな

ど、利用者の生活力を高める支援を行います。（通年） 

 

３ 放課後児童育成支援事業 

小学校就学前の児童の保護者に向けて放課後事業所の紹介を行うことで、就

学後の放課後の居場所について知ってもらうためのイベントを行います（11

月） 

７年度 
千円 

5,304 

６年度 5,324 

増 減 △20 
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３ 

事 業 名 事   業   内   容 

青少年育成支援 

事業 

横浜市子ども・子育て支援事業計画等を推進するため、区民や地域の企業・団

体・学校等と連携し、地域資源を活かしながら青少年の健やかな成長を支援しま

す。 

 

１ せやっこ体験事業 

(1) せやっこわくわくワーク（５～８月／10回程度） 

瀬谷への理解や愛着を深めるとともに、将来について考えるきっかけを提

供するため、地域で活躍する企業や団体と連携した小学生向け職業体験を実

施します。令和７年度は、瀬谷ならではの産業を活かした地域性の高い講座

を追加します。 

(2) せやっこだより（６～３月／４回） 

地域における体験活動への参加を促進するため、小中学生向けのイベント

情報を区ホームページ等にて集約発信します。 

 

２ 青少年関連団体支援事業 

(1) 地域資源を活かした体験事業の開催支援（通年） 

子どもたちの成長につながる交流・体験の機会を拡充するため、地域で活

躍する区民・団体等と連携した区民利用施設における体験事業の開催を支援

します。 

(2) 瀬谷区子ども会育成連絡協議会支援（通年） 

地域における組織的な青少年育成活動を支援するため、瀬谷区子ども会育

成連絡協議会を支援します。 

(3) 瀬谷区青少年育成団体連絡会（６月・２月） 

地域ぐるみの青少年育成を推進するため、日頃より青少年育成に尽力する

地域団体同士の情報共有や相互連携を目的とする連絡会を実施します。 

７年度 
千円 

1,910 

６年度 2,000 

増 減 △90 
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４ 

事 業 名 事   業   内   容 

児童虐待防止対策

事業 

児童虐待を未然に防ぐため、育児不安を抱える養育者への個別支援などを行う

ほか、瀬谷区内の関係機関、団体、区民、行政が連携して、児童虐待の早期発見や

見守り等を行えるよう取り組みます。 

 

１ 子育て家庭支援事業 

(1) 母親のためのリフレッシュ事業 

   育児不安の軽減や仲間づくりを進めるため、ふたごを養育している母親や

10代の若年の母親等を対象に交流会や研修会を実施します。（通年） 

(2) 母親のためのカウンセリング 

   育児不安が強い母親を対象に、自らが抱える問題に気づき、問題解決を支 

援するために臨床心理士による個別カウンセリングを実施します。（通年） 

（3） 聴覚障害のある乳幼児を育てる保護者の会（うさぎの会） 

   子育てに関する交流や、聴覚障害に理解のある専門職を講師に招きサロン

等を実施します。（通年） 

(4) 支援検討会 

要支援児童に対する支援策を検討するため弁護士及び社会福祉の学識経験

者を助言者として、関係機関や地域関係団体の実務者による個別支援検討会

を適宜実施します。（通年／３回） 

(5) 障害児通所支援事業所案内「まっぷっぷ」の更新 

    区内障害児通所支援事業所の特色等の情報をまとめた案内冊子を作成・配

付することで、よりニーズに沿った事業所選びをサポートします。（12月／300

部） 

 

２ 児童虐待防止啓発事業 

(1) 児童虐待防止ネットワークづくり推進事業 

   地域の関係機関が、児童虐待の予防、早期発見を進めていくことを目的に、

児童虐待に関する研修会や地区単位での児童虐待防止ネットワークづくりを

進めます。（11月） 

(2) 地域と連携した児童虐待防止啓発事業 

   児童虐待防止の重要性について多くの区民に理解してもらえるようパネル

展等の啓発事業を行います。（11月） 

７年度 
千円 

1,857 

６年度 1,857 

増 減 0 
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５ 

事 業 名 事   業   内   容 

健康せや推進事業 

瀬谷区では、あらゆる世代がいつまでも地域でいきいきと暮らせるよう健康づ

くりの取組を推進します。また、関係機関や団体、区の各課と連携し、区民自ら

が健康づくりに取り組む健康意識を醸成し、健康寿命の延伸を目指します。 

１ 地域 de健康づくり事業 

(1)  健康啓発 

   保健活動推進員委嘱式で乳がんに関する講演会を開催します。（４月） 

   また、区民向けに健康づくりに関するイベントを開催します。（９～11月） 

(2) 健康チェック 

  ア 健康チェック機器を健康づくりに関わる団体や関係機関へ貸し出すこ

とで、地域での健康チェックの機会を増やします。（通年） 

イ 関係機関や団体、企業等と連携し、区民が多く集まる機会を捉え、自

身の健康に関心を持ち生活習慣を改善する機会とするため、健康チェッ

クを実施し、区民の健康づくりの意識を高めます。（年４回） 

２ 食育・健口事業 

(1) 「非常時の食の備え」に関する啓発物を作成し、周知します。（６月～） 

(2) こどもの食育・健口 

ア １歳児食と歯の元気教室 

１歳児とその養育者を対象に幼児食へと切り替わる時期の支援とし

て、食生活や口の健康について学べる機会を提供します。（年８回） 

イ 離乳食はじめ方講座 

     ４か月児健康診査受診時の養育者を対象に、離乳食のはじめ方、す

すめ方について学べる機会を設けます。（年 15回） 

    ウ 離乳食教室 

生後７か月から 11 か月児の養育者を対象に 2 回食以降の離乳食の

すすめ方や内容について学ぶ教室を開催します。（年 12回） 

(3) 瀬谷区食生活等改善推進員（ヘルスメイト）の養成・支援 

活動 PR のための啓発物及び媒体を作成し、区民に周知します。（年１

回） 

３ 地域 de感染症対策事業 

(1) 平時からの感染症対策の重要性を啓発するために、啓発媒体を作成し、

関係施設や団体へ周知します。（通年） 

(2) こども食堂や高齢者サロン等の区民活動者向け研修会と区内施設向け感

染症対策指導者養成等研修会を開催します。（年３回） 

７年度 
千円 

3,660 

６年度 3,831 

増 減 △171 
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６ 

事 業 名 事   業   内   容 

障害者地域生活支

援事業 

 障害のある人の地域での生活を支えるために、支援機関によるネットワーク活

動や、障害に関する理解を促進します。 

 

１ ネットワーク活動 

    基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センター、区社会福祉協議会及

び区役所を事務局とし、障害福祉サービス事業所、特別支援学校等の支援機関

や当事者をメンバーとする「瀬谷区障害者地域自立支援協議会」（愛称「せやま

んまるねっと」）の運営を通じ、地域も含めた連携を強化します。 

（代表者会議／４月、交流会議／７月・10月・12月・２月、その他各部会活動） 

 

２ 障害理解促進事業 

 (1) 地域力イベント（せやまんまるねっと主催） 

区民（地域住民、こども等）を対象に、当事者と関わるスポーツイベント等

を実施します。（年１回程度） 

 (2) 精神保健福祉講座（せやまんまるねっと主催） 

精神疾患理解の啓発の一環として、精神保健の入門講座を行います。（１月） 

 (3) 健康講座 

当事者を対象に、栄養や運動など健康に関する講座を実施します。（７月） 

 (4) 支援者研修（せやまんまるねっと主催） 

支援者等を対象に、障害に関する研修・勉強会を行います。（７月・10月・

12月・２月） 

 (5) 障害福祉事業所活動支援 

障害福祉事業所の自主製品の販売支援を通して、障害理解の促進及び働く

障害者の工賃向上等を図ります。 

  ア 相鉄線駅での自主製品販売 

（三ツ境駅、瀬谷駅：年４回、相鉄沿線４区合同販売会：年１回） 

  イ 瀬谷フェスティバルでの自主製品販売（10月） 

  ウ 区役所区民ホールでのバザー（毎月第２火曜日） 

  エ 区役所区民ホールでの製品展示（通年） 

 (6) 障害啓発パンフレット類の更新 

   障害事業所等を紹介するパンフレット類を更新します。（３月） 

(7) GREEN×EXPO 2027機運醸成の取組を実施 

障害福祉事業所による GREEN×EXPO 2027の機運醸成の取組を通じて、地域

への障害理解啓発にも繋げます。（通年） 

 

３ 自殺対策啓発事業 

自殺対策の啓発講演会及びゲートキーパー養成研修を実施します。（12月） 

 

４ １人暮らし体験事業＜新規＞ 

障害のある人が自宅等で１人暮らしをする体験を行い、自立に向けた支援に

繋げ、持続可能な「住み慣れた地域での生活」の実現を目指します。（通年） 

７年度 
千円 

1,730 

６年度 1,560 

増 減 170 

新規・拡充事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢・障害支援課             
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１ 

事 業 名 事   業   内   容 

地域福祉保健計画

推進事業 

第４期瀬谷区地域福祉保健計画（３年度～７年度）の推進および第５期瀬谷区地域

福祉保健計画（８年度～12年度）に向けた事業を行います。 

 

１ 瀬谷区地域福祉保健計画の推進・策定 

 (1) 全域計画策定懇談会 

第５期瀬谷区地域福祉保健計画の策定に向けて、有識者等から意見をいただく

ため、全域計画策定懇談会を開催します。（５月・９月・11月） 

 (2)  地域福祉保健計画推進シンポジウム 

第５期瀬谷区地域福祉保健計画の発表、周知のためにシンポジウムを開催しま

す。（３月） 

(3)  地域福祉保健計画推進の支援 

  地区別計画の推進に関わる事業に対し、補助金を交付します。（４～９月） 

    また、誰もが活躍し、いきいきと暮らせるまちづくりに向けて、こどもの担い

手としての活躍や農を通じた障害者の社会参加等、区民のニーズに合わせて、区

全体として計画を支援・推進します。 

 

２ 生活困窮者自立支援推進事業 

ひきこもり支援のネットワーク構築のため、支援者対象のひきこもりに関する基

礎知識についての講演会を、身近な地域の会場を含めて複数回、開催します（区全

域会場 10月／瀬谷公会堂、地域会場 10～２月／３回程度）。併せて、ひきこも

り支援に関する啓発グッズの作成や、既存事業を活用したひきこもり当事者支援を

実施します（通年／５回）。 

７年度 
千円 

4,763 

６年度 2,653 

増 減 2,110 

重点事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健課 

生活支援課 

地域のつながり・支えあい 
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２ 

事 業 名 事   業   内   容 

地域包括ケア推進

事業 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、住

まいを中心に介護・医療・介護予防・生活支援が一体的に提供される包括的な支

援・サービス提供体制の構築を進めるため、関係機関とのネットワーク強化、区

民への普及啓発・支援等を行います。 

 

１ 地域包括ケア推進事業＜拡充＞ 

(1) 認知症地域支援等 

認知症の人やその家族が地域の中で自分らしく暮らし続けることができる

よう、認知症に関する普及啓発を図ります。認知症の人やその家族が必要な

支援を受けられるよう、地域の医療・福祉関係機関や支援者との連携を強化

し、見守りあいの取組を進めます。また、高齢者見守りキーホルダーの利用

促進を図ります。 

 

 ア 普及啓発 

   認知症に関する正しい知識の普及と認知症への社会の理解を深めるた

め、講演会を開催します。また、瀬谷区独自の啓発グッズを作成します。 

   さらに、高齢者を中心とした詐欺・消費者被害について、チラシの配布

等を通じた啓発活動を行います。（通年） 

 

 イ 認知症キャラバン・メイト活動支援 

認知症サポーターを育成する認知症キャラバン・メイトの活動の充実を

図るため、キャラバン・メイトによるサポーター養成講座、全体連絡会等

の活動支援を行います。 

（認知症キャラバン・メイト連絡会：年２回、活動支援：通年） 

 

 ウ 認知症医療連携 

地域の一般かかりつけ医と認知症専門医療機関及び地域包括支援センタ

ー等の連携強化を図るため、認知症医療連携検討会を開催します。（年 1回） 

 

エ 高齢者見守りキーホルダー（愛称：せや八福札） 

外出先での救急搬送や徘徊時等に速やかに家族等へ連絡できるよう、地

域ケアプラザの電話番号と登録番号が表示されたキーホルダーを希望者に

配付します。（通年） 

 

(2) 介護こころ相談室 

介護者の精神的負担の軽減を図るため、専門のカウンセラーによる相談を

実施し、介護を受けている本人とその家族の支援や高齢者虐待の防止に繋げ

ます。（年６回） 

 

７年度 
千円 

2,115 

６年度 2,114 

増 減 1 

新規・拡充事業 
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(3) 「ぽかぽかプラザ」支えあい推進事業 

「ぽかぽかプラザ」を拠点とした阿久和南部地域の支えあい推進事業の推進 

を図るため、事業支援を行います。 

・運営法人：ＮＰＯ法人 愛のささえ 

・開館時間：月～金曜日 地域交流スペース 10時～17時（貸室は 21時まで） 

・運営内容：１  高齢者・障害者・子育て世代等交流のための場づくり 

      ２ 幅広い世代を対象としたイベントの実施 

３ 貸館・貸室による拠点活用促進 

  

高齢・障害支援課 
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３ 

事 業 名 事   業   内   容 

区民活動支援事業 

区民の企画力や意欲を生かし、地域課題の解決やまちづくりを推進します。 

また、区民と行政の協働や区民間の交流を促進し、区民活動を活性化させ、地

域力の向上を図ります。 

 

１ いきいき区民活動支援事業 

  (1) いきいき区民活動支援補助金 

    区内で自主的に活動している団体が実施する地域の課題解決や活性化に

つながる事業及び活動に対し、補助金を交付します。 (募集時期：６年 12

月～７年１月、交付決定：４月） 

  (2) 区民活動応援事業 

  瀬谷区民活動センターを中心に、新たな区民活動の創出を目的とした講

座を開催するとともに、活動団体をサポートし、区民活動の活性化を推進し

ます。（通年） 

 

２ 地域人材発掘・育成事業 

自治会町内会や地域活動団体等が地域の課題を解決するため、また、課題解

決のための人材の育成や新たな担い手発掘を図るために、地域の要望や具体

的な意向を踏まえ、コーディネーターを派遣し、専門的なアドバイスを提供し

ます。また、地域人材の発掘・育成を目的に実施した、地域づくり大学校事業

の卒業生に対するフォローアップ講座を開催し、地域活動へのサポートを行

います。（通年） 

 

３ 多文化共生事業＜拡充＞ 

外国人意識調査結果から出たニーズをもとに、地域の中での居場所づくり

の支援（通年）および多言語での生活情報リーフレットの作成・配布（７月～

／中国語）を行います。 

 

４ 読書との出会い応援事業 

瀬谷区読書活動推進目標に基づき、未来を担う子どもたちの読書習慣の定

着に向け、図書館と協働して「学校図書館等連携事業」や「りんごの棚」等の

事業や様々な形態で楽しむ読書の啓発等を行い、読書活動の推進を図ります。

（通年） 

 

５ スポーツ振興事業 

 (1) スポーツ振興事業 

トップスポーツチームと連携し、横浜ＦＣせや区民ＤＡＹを実施するこ

とで、スポーツの振興を図ります。（通年） 

(2) 区スポーツ協会補助事業 

加盟種目協会（21 団体）で構成される区スポーツ協会が実施する区民ス

７年度 
千円 

12,855 

６年度 12,753 

増 減 102 

新規・拡充事業 
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総務課 

地域振興課 

福祉保健課 

ポーツ大会・教室等の地域スポーツ活動の支援として補助金を交付します。

（通年） 

(3) 地域スポーツ振興事業 

  区内で活動しているスポーツチームなどと連携し、区民参加型の健康づ

くりスポーツイベントを開催します。(３月／ビーチサッカー体験/レー

ヴェ横浜) 

 

６ 歴史・文化振興事業 

GREEN×EXPO 2027に向けた取組として、区民及び区外の人に気軽に街歩き

をしてもらうきっかけづくりのため、花や食、みどころをテーマに取り入れた

「瀬谷まち歩きリーフレット」（仮称）の令和８年度の完成に向け、６年度の

検討会で検討した形式と掲載内容案を基に、取材・編集を行います。（通年） 

 

７ 地域活動推進事業 

(1) 依頼業務負担軽減事業 

自治会町内会への各種依頼資料等を配送します。（通年/年 10回） 

(2) 自治会町内会長表彰式・感謝会 

永年在職者会長への表彰式及び感謝会の実施（３月） 

(3) 自治会町内会掲示板補助事業 

   自治会町内会が所有し維持管理する広報掲示板の整備に要する費用に対

して、補助金を交付します。（通年） 

 

８ 生き生き区民顕彰事業 

地域活動やスポーツなどの分野で区民を元気づける生き生きとした活動を

されている方を顕彰します。（１月） 

被顕彰者は、地域や学校等から推薦をいただいた方の中から、区民の代表者

等を委員とする懇談会の意見を参考に決定します。 
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１ 

事 業 名 事   業   内   容 

GREEN×EXPO 2027 

・瀬谷プロモーシ

ョン事業 

GREEN×EXPO 2027 に向けて機運を醸成するとともに、これを契機として区の知名

度を向上させ、区内に人を呼び込むことで街の活性化を目指します。 

 

１ GREEN×EXPO 2027 機運醸成事業＜拡充＞ 

  区内の自主的な緑化活動の推進や開催テーマの１つである環境への興味関心の

向上を図る取組を通して、区民の皆様に会場へ来場したいと思っていただくととも

に、博覧会開催を契機とした行動変容に繋げる施策を実施します。 

また、横浜国際園芸博覧会瀬谷区推進協議会と連携して、開催テーマに沿ったカ

ウントダウンイベントの実施や区民が楽しみながら花と緑に触れられる機会等を

創出し、協働で機運醸成に取り組んでいきます。（通年） 

 

２ ターゲティング広告事業 

  瀬谷区の魅力を PR する動画を活用し、区外へ発信することで、区の知名度向上

や定住促進に繋がる事業展開を行います。（通年） 

 

３ 瀬谷の魅力オープンガーデン事業 

  Garden Necklace YOKOHAMA 2025 と連携し、個人宅の庭や公園の花壇等を、瀬谷

区の魅力的な名所として区内外に伝えるため、今回で９回目となるオープンガーデ

ンイベントを区民との協働により実施します。（４～５月／63箇所） 

また、他区と連携し市庁舎展示スペースにおいて、オープンガーデン事業周知を

目的とした展示会を実施します。（４月） 

次年度開催に向け、参加会場募集とマップの作成を行います。（９～３月） 

 

４ 瀬谷のアジサイＰＲ事業＜拡充＞ 

  区の花アジサイの見ごろをウェブページ等でＰＲします。（５月下旬～６月） 

また、ボランティア団体等と連携を図りながら、維持管理等を行います。（通年） 

 

５ みんなで花いっぱい瀬谷区事業＜新規＞ 

  道路の植栽ますを活用し、区民の方々が花植えを行うことで、瀬谷区の魅力向上

や GREEN×EXPO 2027の機運醸成を図ります。（通年） 

７年度 
千円 

10,776 

６年度 10,178 

増 減 598 

重点事業       

新規・拡充事業    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区政推進課 

土木事務所 

賑わいと魅力の創出・GREEN×EXPO 2027に向けた機運醸成 
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２ 

事 業 名 事   業   内   容 

瀬谷の魅力発信・

愛着実感事業 

水・緑豊かな環境や歴史などの“地域資源”を活用した様々な取組により、主に区

民に向けて瀬谷の魅力を総合的・継続的に発信します。 

 

１ 農の魅力ＰＲ事業 

(1) せやまる市場の実施 

瀬谷区産の農畜産物の紹介等を定期的に行うため年５回、区庁舎にて野菜の

直売などを行います。（原則、偶数月の第３週火曜日（10月を除く）） 

(2) せやマルシェの実施 

11 月の地産地消月間に瀬谷駅北口駅前広場でイベントを行い、区の魅力とし

て発信します。（11月） 

 

２ イルミネーション事業 

  冬季の新たな魅力を創出するため、地域や企業と連携しながら、イルミネーショ

ンイベントを実施します。（11～１月） 

 

３ 各種ツールによる魅力発信事業 

イベント、インターネット、タウン誌などのさまざまな媒体を活用し、瀬谷の魅

力を発信します。（通年） 

７年度 
千円 

4,114 

６年度 5,391 

増 減 △1,277 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区政推進課 
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３ 

事 業 名 事   業   内   容 

瀬谷フェスティバ

ル 

区民の連帯感を深め、ふるさと意識の高揚を図ることを目的として、瀬谷フェ

スティバルを開催します。 

 

 

【開催予定】 

・開催日：令和７年 10月 19日（日）（10月第３日曜日） 

・場 所：未定 

・内  容：未定 

７年度 
千円 

7,400 

６年度 7,400 

増 減 0 

 

地域振興課 
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４ 

事 業 名 事   業   内   容 

商工業元気アップ

事業 

商工業団体が活性化に向けて自主的に取り組める環境を整備するため、様々な

側面から支援します。 

 

１ 瀬谷の逸品事業＜拡充＞ 

(1) 瀬谷の魅力である「瀬谷の逸品」について、さらなる認知度及び魅力を高

めるため、新規店舗の認定を実施し、リーフレットを改編し、広く紹介して

いきます。（３月） 

(2) 瀬谷フェスティバルにて、「瀬谷の逸品」ブースを設けて、広くＰＲします。

（10月） 

 

２ 商店街元気づくり事業 

(1) 商店街の自主企画事業に対して補助金を交付します。（通年） 

(2) 瀬谷区商店街連合会と連携し、商店街の来街促進および買い物促進を図る

イベントを開催します。（10～12月） 

(3) 商店街の課題の抽出およびその課題へのアプローチについて、有識者等を

交えて「検討する場（あきんど寄合）」を実施します。（年５回） 

 

３ ものづくり支援事業 

(1) 中小企業支援のため、中小製造事業者等をホームページで紹介します。 

（通年） 

(2) 中小製造事業者等を紹介するためのパネルを、区役所や瀬谷フェスティバ

ルなどで展示を行い、認知度の向上を図ります。（通年） 

７年度 
千円 

4,370 

６年度 4,087 

増 減 283 

新規・拡充事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域振興課 
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１ 

事 業 名 事   業   内   容 

窓口サービス 

向上事業 

 職員の応対力研修等を実施するとともに、来庁者に分かりやすいフロア案内を

実施し、区民サービスの向上を図ります。 

 

１ 職員研修 

 (1) 応対力向上研修 

   瀬谷区の職員として基礎的な知識・スキルや、窓口や電話での応対力の向

上を図るため、研修を実施します。（10月） 

 (2) 人権啓発研修 

   職員や区民の人権に対する意識を醸成するため、職員対象の人権啓発研修

および区民対象の講演会を実施します。（７～12月） 

 

２ せやまるサポーター 

区民ボランティア「せやまるサポーター」にご協力いただき、お客様を笑顔

でお迎えするとともに、ご用件の窓口をご案内し、区役所を気持ちよくご利用

いただけるよう努めます。（通年） 

 

３ 庁舎環境整備事業 

  区民の方が快適で安全・安心に庁舎をご利用いただけるよう、庁舎環境の 

整備・改善を行います。（通年） 

 

４ デジタル環境整備事業 

 会議等にかかる経費・時間・資源削減を目的とし、区庁舎外から参加する職

員や区民等が会議資料等を閲覧できるタブレット端末を導入します。（６～８

月） 

７年度 
千円 

2,839 

６年度 3,157 

増 減 △318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務課 

区政推進課 

親しみやすく信頼される区役所 
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２ 

事 業 名 事   業   内   容 

広報・広聴 

連携事業 

区政に関する情報を、ウェブページやＳＮＳ等の媒体を活用して分かりやすく

伝えるとともに、瀬谷区マスコットキャラクターの活用を推進します。 

また、瀬谷区独自の広聴事業を実施します。 

 

１ 広報事業 

(1)ウェブページやＳＮＳによる情報発信・情報提供 

ウェブページ、ＳＮＳ、メールマガジンを活用し、区民生活に必要かつ有効

な情報（区の施策、健康・福祉の情報や災害情報など）を積極的・効果的に提

供します。（通年） 

(2)マスコットキャラクターの活用 

  瀬谷区マスコットキャラクター「せやまる」のデザイン使用管理及び着ぐる

みの貸出しを行います。（通年） 

(3)瀬谷区民生活ガイド「せや百科」 

主に転入者を対象に、瀬谷区の生活情報誌「せや百科」を作成・配布します。

（８月／7,000部発行） 

 

２ 広聴事業 

  瀬谷区独自の広聴である「区長とあったかトーク」や「このはずく提案箱」

を実施することで、市の広聴制度である「市民からの提案」とともに、より効

果的な広聴を推進します。（通年） 

７年度 
千円 

2,056 

６年度 2,573 

増 減 △517 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区政推進課 
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令和７年度 瀬谷区で行われる主要事業 事業計画案 

28 

 

 事業名・所管局 事業概要・区担当課 

旧

上

瀬

谷

通

信

施

設

地

区

の

ま

ち

づ

く

り 

１ 

GREEN×EXPO広報・推進活

動事業、GREEN×EXPO会場

建設等事業 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局） 

GREEN×EXPO 2027の開催まで５００日前、１年前となる令

和 7年度は、会場整備の進展や、出展内容の具体化、開催に

向けたさらなる機運醸成等、あらゆる取組を本格化させてい

く１年となります。 

多くの市民や企業の皆さまにご期待いただき、そしてご参

加いただけるよう、これまで以上に積極的な情報発信を行

い、横浜の持つ市民力を発揮しながら、市民の皆様と共に創

り上げる博覧会となるように取組を進めていきます。 

    （区政推進課） 

２ 

旧上瀬谷通信施設地区 

土地区画整理事業 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局） 

旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業については、令和

４年４月の都市計画決定後、同年 10月の事業計画決定を経て

事業着手しました。 

令和７年度は、地区全体の将来の土地利用を見据えなが

ら、引き続き道路・上下水道の整備や調整池の整備、さらに

は GREEN×EXPO 2027 の会場エリアの整地等を着実に進めると

ともに、郊外部の新たな活性化拠点の形成を目指し、観光・

賑わい地区や物流地区の事業予定者との計画協議などを進め

ます。 

また、農業振興地区における営農者等と新たな都市農業に

向けた具体的な検討を進めます。 

（区政推進課） 

３ 

旧上瀬谷通信施設地区 

周辺道路整備事業 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局） 

上瀬谷周辺の日常的な渋滞の解消に向けた都市計画道路の

整備を着実に進めることにより、GREEN×EXPO 2027開催時に

おける円滑な交通の確保につなげるとともに、その後の新た

なまちづくりに向け、土地区画整理事業での道路整備と併せ

て、道路の拡幅、新設、交差点立体化を進めています。 

令和７年度は、八王子街道の拡幅や瀬谷地内線の整備に向

けて、引き続き用地取得と工事を進めるとともに、環状４号

線と八王子街道が交差する目黒交番前交差点の立体化に向け

た工事を実施します。 

（区政推進課、土木事務所） 
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令和７年度 瀬谷区で行われる主要事業 事業計画案 
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 事業名・所管局 事業概要・区担当課 

４ 

交通輸送対策事業、 

新たな交通整備事業、 

インターチェンジ整備事業 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局） 

・交通輸送対策事業は、旧上瀬谷通信施設地区や近傍の駅周

辺において、住民や来街者が安全・快適に移動できるよう、

歩行者・自転車の通行環境の整備など公共空間の整備を進め

ます。あわせて、GREEN×EXPO 2027開催時に安全・円滑な移

動を確保します。  

・新たな交通整備事業は、道路混雑の抑制や来街者への交通

利便性の向上、将来的には誰もが移動しやすい持続可能な地

域交通を目指し、本市西部地域の交通ネットワークを構築し

ていくことを目的に、瀬谷駅を起点とする新たな交通を導入

するものです。 

令和７年度は、引き続き、瀬谷・上瀬谷間の専用道の整備

に向けた設計や都市計画の法定手続きを進めます。 

また、本市西部地域の交通ネットワークの構築に向けた基

本計画の検討を進めます。 

・インターチェンジ整備事業は、旧上瀬谷通信施設地区に整

備を予定している広域防災拠点の機能を最大限に発揮すると

ともに、市民の暮らしや経済の活性化に繋がる安定的な物流

の確保を目指し、東名高速道路と同地区を直結するインター

チェンジの整備に向けた検討を進めています。 

令和７年度は、引き続き設計を進めるとともに、都市計画や

環境影響評価の法定手続きを進めます。 

（区政推進課、土木事務所） 

５ 

（仮称）旧上瀬谷通信施設

公園整備事業 

（脱炭素・GREEN×EXPO 推進局） 

GREEN×EXPO 2027開催後の跡地に、「環境」と「防災」をテ

ーマにした公園として整備します。本市で初めてとなる広域

防災拠点として、大規模災害時に全国から集まる応援部隊を

受け入れるベースキャンプ機能などを有する公園となるよう

検討を進めています。 

令和７年度は、引き続き公園内の上下水道や電気設備、植

栽、園路・広場、相沢川・和泉川の生物生息環境、公園の拠

点施設であるパークセンターの整備を着実に進めます。ま

た、開催後の公園整備に向けて、次世代を担う市民や活動団

体、企業の皆様との連携を進めながら、「新しい公園」の計画

策定に向けた検討を進めます。 

（区政推進課） 

６ 

広域防災拠点における現地

司令施設整備 

（消防局） 

災害時に全国から集結する自衛隊、警察、消防などの応援部隊

の活動を現地で一括して調整・統率し、救助や支援活動の迅速

化・効率化を図るため、現地司令施設を整備します。 

（総務課、区政推進課） 
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 事業名・所管局 事業概要・区担当課 

ま

ち

づ

く

り

・

施

設

整

備 

７ 

二ツ橋北部 

三ツ境下草柳線等沿道地区 

土地区画整理事業 

（都市整備局） 

土地区画整理事業実施予定区域のうち、三ツ境駅側の約

4.1haを第１期地区として平成 27年度から事業着手し、基盤

整備工事等を進めています。 

令和７年度は、建物の移転補償及び道路等の都市基盤施設

の工事を進めます。 

 第２期以降地区については、説明会等を実施し、地域にお

ける合意形成を図っています。 

令和７年度は、早期の事業計画決定に向け、説明会等での意

見や関係機関との協議内容を踏まえた事業計画案の作成など

を進めます。           

（区政推進課） 

８ 
瀬谷小学校の建替え事業 

（教育委員会事務局） 

「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」に

基づき、一番古い校舎の築年数が 50年以上と老朽化が進んで

いることから、より良い教育環境を整備するため瀬谷小学校

を建替えます。 

令和７年度は、体育館の新築工事を進めます。 

（区政推進課） 

９ 
大門小学校の建替え事業 

（教育委員会事務局） 

「横浜市立小・中学校施設の建替えに関する基本方針」に

基づき、一番古い校舎の築年数が 50年前後と老朽化が進んで

いることから、より良い教育環境を整備するため大門小学校

を建替えます。 

令和７年度は、実施設計に着手します。 

（区政推進課） 

10 
瀬谷中学校移転建替え事業 

（教育委員会事務局） 

施設・通学区域に係る課題を解消し、教育・通学環境の改

善を図るため、旧神奈川県立瀬谷西高校跡地に移転建替えを

行います。 

 令和７年度は、実施設計に着手します。      

 （区政推進課） 

道

路

整

備 

 

11 
県道瀬谷柏尾拡幅整備事業 

（道路局） 

(1) 二ツ橋地区（二ツ橋交差点～二ツ上橋交差点、事業延長約

300m、幅員 15m）については、取得済み用地を活用して渋滞

緩和のために車線の広幅員化を進めます。 

(2） 本郷その３地区（事業延長約 450m、幅員 11m）について

は、令和６年度の測量結果を踏まえ、詳細設計を行います。 

(3) 本郷その２地区(本郷十字路～日本アビオニクス付近、事

業延長約 300m、幅員 11m)及び中屋敷二丁目地区（事業延長

約 430m、幅員 11m）については、引き続き用地取得等を進め

ます。 

（土木事務所） 
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 事業名・所管局 事業概要・区担当課 

12 

 

三ツ境駅北口の 

バリアフリー化 

（道路局） 

 

三ツ境駅の改札から北口バスターミナルに至る経路のバリ

アフリー化を図るため、三ツ境駅北口歩道橋にエレベーターを

設置します。 

令和７年度は、令和６年度に引き続き、エレベーターの設

置工事を実施します。 

（土木事務所） 

13 

 

三ツ境歩道橋補修事業 

（道路局） 

老朽化した歩道橋の長寿命化を図るため、令和５年度及び

６年度に塗装の補修等を実施してきました。引き続き、令和

７年度も補修工事を進めます。 

（土木事務所） 

治

水

・

河

川

改

修 

14 

 

境川水系における 

総合的な治水対策の推進 

（下水道河川局） 

境川水系は、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、河川

管理者及び下水道管理者並びに流域自治体が連携して総合的

な治水対策に取り組んでいます。 

令和５年度から開始している本郷三丁目周辺をはじめとし

た境川の河川改修に関して神奈川県と連携を図るなど、流域

自治体と連携しながら河川改修などの取組を順次進めていき

ます。 

あわせて、「境川流域水害対策計画」の策定に向けて流域自

治体と引き続き協議を進めていきます。 

（総務課、区政推進課） 

15 
阿久和川河川改修事業 

（下水道河川局） 

時間降雨量約 50mmで氾濫が発生しないよう二級河川阿久和

川の河川改修を推進します。阿久和三之橋から上流に向けて

順次改修を進めます。 

（区政推進課、土木事務所） 

16 
瀬谷支線下水道整備事業 

（下水道河川局） 

瀬谷地区周辺の境川沿いで発生している浸水被害軽減のた

め、新たな雨水管の整備（令和３年度から工事着手）を引き

続き進めます。 

（区政推進課、土木事務所） 

17 
三ツ境地区下水道整備事業 

（下水道河川局） 

三ツ境地区周辺で発生している浸水被害軽減のため、新た

な雨水管の整備（令和３年度から工事着手）を引き続き進め

ます。 

（区政推進課、土木事務所） 
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